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★１１月の主な行事予定 
○「秋の八方山登山」 

２日（土）午前８時   笹間振興ｾﾝﾀｰ出発 
○「第１４回 笹間地区郷土芸能発表会」 

３日（日）午後 1時～ 笹間地区社会体育館 
○「笹間楽生学園移動研修」 

５日（火）午前９時～  笹間振興ｾﾝﾀｰ出発 
○「笹間愛唱歌を歌う会」 
  ５日（火）午前１０時～   笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○ 定例民児協 
  ６日（水）午前９時３０分～ 笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○ 西南地区文化祭 
１０日（日）午前８時３０分～  西南中学校 

○「フレッシュ健康体操講座」 
11日、18日、25日 午前 10時～笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○「ＤＶＤ鑑賞会 笹間シアター」 
 １４日（木）午後１時３０分～ 笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○「わらしぇんど」 
 １６日（土）午前９時３０分～ 笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○「裂き織り教室」 
１９日（火）午前９時３０分～ 笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○ 西南地区文化祭反省会 
２２日（金）午後６時３０分～ 笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「西南地区茶道教室」 
２８日（木）午前９時３０分～太田むらの家 

 
 

第７回わらしぇんど（子育て支援事業） 
○日 時 １１月１６日（土）午前９時３０分～ 

（時間内出入り自由） 
○場 所 笹間振興センター１階和室 
○内 容 大型絵本の読み聞かせ、ママたち向け 

のお気軽ストレッチｅｔｃ 
○問合せ先 渡邉喜代子  ☎090-3365-7614 

 
 

フレッシュ健康体操講座の案内 
今年度も地区民の健康増進を目的にフレッシ

ュ健康体操講座を１０月に開講しました。 

１１月は３回、１２月１回講座を開催します。 

○日 時 2回目 11月 11日（月）午前 10時～ 

     3回目 11月 18日（月）午前 10時～ 

     4回目 11月 25日（月）午前 10時～ 

          5回目 12月 2日（月）午前 10時～ 

○場 所 笹間振興センター（１階和室） 

○講 師 花巻市生涯学習講師 及川礼子さん 

○受講料 無料 

○募集方法 笹間振興センターに申し込み下さい。 

☎ ２９－２１１１ 

 

自然探訪教室を開催しました 
１０月２３日（水）に自然探訪教室の最終回講

座「秋田県 紅葉の回顧の滝・抱返り渓谷散策」を
開催しました。来年度も皆様の意見を参考に場所
等を選定のうえ実施したいと考えています。 

西南地区文化祭のお知らせ 
西南地区教育振興協議会主催の西南地区文化

祭が下記により開催されます。たくさんの方の

ご来場をお待ちしております。 

○日 時 １１月１０日（日）午前８時３０分～ 

○場 所 西南中学校体育館 

○内 容 

≪展示部門≫ 

    時間： ８時３０分～１５時３０分 

  ≪夢と感動を語る会≫ 

    時間：１２時００分～１３時００分 

≪芸能発表部門≫ 

時間：１３時００分～１５時３０分     

≪販売部門≫ 

時間： ８時３０分～１５時３０分 

第６回笹間シアター開催の案内  
○日 時 １１月１４日（木）午後１時３０分～ 
○場 所 笹間振興センター 
○参加費 無料 どなたでも鑑賞できます。 
○題 名 「こどもしょくどう」 
○ｽﾄｰﾘｰ  小学５年生の高野ユウトは、食堂を 

営む両親と妹と健やかな日々を過ごし 
ていた。一方ユウトの幼馴染のタカシ 
の家は、育児放棄の母子家庭で、ユウ 
トの両親はそんなタカシを心配し、頻 
繁に夕食を振舞っていた。 
ある日、ユウトとタカシは河原で父 

親と車中生活をしている姉妹に出会っ 
た。「こども食堂」が必要とされる現代 
社会をこどもの視点から描いた物語。 
第４４回日本カトリック映画賞受賞。 
出演：常盤貴子 吉岡秀隆 ほか。 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

救急支援出動について 

花巻市消防本部では、早期に傷病者に対する適切な救急活動を行うた

め、救急現場に自動体外式除細動器（AED）など 

の応急処置用の資器材を携行した消防隊が出動 

し、救急隊と連携して活動を行っています。 

 
 
• 管内のすべての救急車が出動中で、救急車が直ちに出動が出来ない場

合。（消防隊による早期の応急処置が必要な場合） 

• 傷病者が心肺停止状態（疑いを含む）の場合。 

• 高速道路及び交通量が多い主要幹線道や交差点で事故等が発生し、

傷病者や救急隊員の安全を確保する必要がある時。 

• 階段や通路などの狭い場所や、建物の上層階などで救急事案が発生

し、傷病者の迅速な搬送が困難な時。 

消防車が先に現場に到着した場合は、救急車が到着するまでの間、救急

資格を持った消防隊員が応急処置を行います。 「救急車を呼んだのに消防

車が来た。」と驚かれるかもしれませんが、適切かつ迅速な活動のため、皆さん

のご理解とご協力をお願いします。 

PA 連携とは… 

消防隊と救急隊が連携して救急業務を行うことの総称で、消防車

（Pumper）と救急車（Ambulance）の双方の頭文字から「PA」と名前を付けたも

ので、広く使用されている用語です。 

 

 

 

  

花巻市消防本部からお知らせ 

救急活動時の消防車両の出動について 

 

 

お問合せ 

花巻市消防本部警防課 

0198-22-6124 
 


